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高速実験炉「常陽」（以下「常陽」という。）では、2022年度に、排気筒モニタの一部交換を計画し

ている。 

本件は、当該機器の老朽化に伴い、排気筒モニタの検出器、吸引装置等を同等品へ交換するもので

あり、その取扱いについて、以下のように整理した。 

 

1.  一部交換の計画 

「常陽」の放射線管理施設のうち、屋外管理用の主要な設備として、施設から排出される気体

廃棄物の放射線監視を目的とした排気筒モニタが設置されている（設置場所を添付資料１に示

す）。排気筒モニタは、クラス３（MS-３）の安全機能を有するとともに、原子炉停止中において

も機能維持を必要とし、排気筒における気体廃棄物の濃度を連続的に測定、監視するための設備

である。当該排気筒モニタは、昭和 47（1972）年及び昭和 63（1988）年に設置されたものであ

り、経年劣化が著しく、予防保全の観点から、検出器等の構成部品の一部交換を行うものである。 

本件は、排気筒モニタの構成部品のうち、検出器、吸引装置等について、交換を実施するもの

である。排気筒モニタの構成及び一部交換の概要（対象範囲及び仕様）を添付資料２に示す。既

許可等に基づく既設同等品との交換であり、排気筒モニタの機能及び性能に変更はない。 

また、交換作業において考慮すべき保安規定上の要求は、保安規定第７１条（放射線管理用機

器の管理）及び第７８条（気体状放射性廃棄物の廃棄）のとおり、排気中の放射性物質の濃度を

連続的に測定、監視を行うことである（保安規定の該当箇所を添付資料３に示す）。そのため、

作業方法としては、２系統ある吸引装置のうち、一方を交換し、その後他方を交換する方法、又

は、既設品を運用しつつ、並行して新規交換品を設置後、短時間で既設品から新規品へ切り替え

る方法にて実施する計画である。これにより、交換作業中においても排気中の放射性物質の濃度

を連続的に測定、監視することが可能なため、保安規定の要求事項を満足することが可能である。 

以上のことから、本件は事業者の自主保安として実施する。 

契約後、製作に約６カ月、工期に約１カ月を見込んでおり、2022 年度内に完了する計画であ

る。 

 

2. 新規制基準への対応 

 ｢常陽｣は現在、新規制基準への適合性の審査が継続されているところである。新規制基準適

合に係る許可取得後、他の既設の設備と同様、当該排気筒モニタについても、設計及び工事の計

画の認可に係る申請において、基準に適合することを示す。なお、新規制基準適合に係る申請上

において、当該排気筒モニタは、異常状態の把握機能として、ＭＳ-３に該当する。 

 

以 上 
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「常陽」排気筒モニタの概要

添付資料２（１/３）

設計及び工事の方法

・昭和47年9月11日付け47原第7487号にて

設計及び工事の方法の認可（設置時）

・昭和63年4月4日付け63安(原規)第38号にて

設計及び工事の方法の認可（一部変更）

耐震設計

・耐震クラスB（ダストモニタ、ガスモニタ
のうちβ(γ)線用）

・耐震クラスC（ガスモニタのうちγ線用）

検出器 測定線種 個数

ZnSシンチレーション検出器 α線 １台

GM計数管 β・γ線 １台

NaIシンチレーション検出器 γ線 １台

排気筒モニタ（ダストモニタ）

排気筒モニタ（ガスモニタ）

検出器 測定線種 個数

プラスチックシンチレーション
検出器

β(γ)線 １台

NaIシンチレーション検出器 γ線 １台

電離箱検出器 γ線
（高濃度測定用）

１台

「常陽」排気筒モニタの種類及び台数



「常陽」排気筒モニタの一部交換の概要（1/2）

本工事では、排気筒モニタのうち、構成部品
の一部である検出器、吸引装置等について、
予防保全の観点から一部交換を行う。

指示計

低圧電源

高圧電源

放射線監視盤

検出器

吸引装置

交換対象範囲

➢ 検出器、吸引装置等は市場で規格化され
ている汎用品であり、既設と同等品へ交
換を行うことから、排気筒モニタの性能
及び機能に変更はない。

主
排
気
筒

添付資料２（２/３）



「常陽」排気筒モニタ一部交換の概要（2/2）

交換対象設備の仕様対比表

検出器 既設品 新設品

ダ
ス
ト
モ
ニ
タ

ZnSシンチレーション検出器
1）測定線種：α線
2）計数効率：8%以上

1）測定線種：α線
2）計数効率：8%以上

GM計数管
1）測定線種：β・γ線
2）計数効率：7%以上

1）測定線種：β・γ線
2）計数効率：7%以上

NaIシンチレーション検出器
1）測定線種：γ線
2）計数効率：3%以上

(ヨウ素模擬線源100keV以上に対して)

1）測定線種：γ線
2）計数効率：3%以上

(ヨウ素模擬線源100keV以上に対して)

ガ
ス
モ
ニ
タ

プラスチックシンチレーション検出器
1）測定線種：β(γ)線(150keV以上)

2）測定下限濃度：2.0×10-2Bq/cm3

1）測定線種：β(γ)線(150keV以上)

2）測定下限濃度：2.0×10-2Bq/cm3

NaIシンチレーション検出器
1）測定線種：γ線(50keV～3MeV)

2）測定下限濃度：2.0×10-2Bq/cm3

1）測定線種：γ線(50keV～3MeV)

2）測定下限濃度：2.0×10-2Bq/cm3

電離箱検出器
1）測定線種：γ線
2）測定上限濃度：7×106Bq/cm3

(133Xeに対して)

1）測定線種：γ線
2）測定上限濃度：7×106Bq/cm3

(133Xeに対して)

➢ 下表に示すとおり、排気筒モニタの機能及び性能に変更はない。

添付資料２（３/３）

吸引装置 既設品 新設品

ダストサンプラ（2台）

1）吸引量：-26.6ｋ㎩で
300Ｌ/min(normal)以上

2）流量調整範囲：50L/min（normal)

～最大流量

1）吸引量：-26.6ｋ㎩で
300Ｌ/min(normal)以上

2）流量調整範囲：50L/min（normal)

～最大流量
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(1) 原子炉施設の工事の方法及び時期 

(2) 原子炉施設の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期 

３ 環境監視線量計測課長は、第１項及び前項の施設管理実施計画並びに設備保全整理表及び検査要否整

理表について、放射線管理部長の承認を得る。これを変更しようとするときも同様とする。 

４ 放射線管理部長は、前項の承認をしようとするときは、常陽原子炉主任技術者又はＤＣＡ廃止措置主

任者の同意を得る。 

５ 環境監視線量計測課長は、第３項の承認を得たときは、施設管理者に通知する。 

 

  （保全活動の実施） 

第７０条の５ 環境監視線量計測課長は、所掌する機器について、施設管理実施計画並びに設備保全整理

表及び検査要否整理表に定めるところにより、保全活動を実施する。 

 

  （保全活動の有効性評価及び改善） 

第７０条の６  環境監視線量計測課長は、所掌する機器について、保全活動（工事、巡視、点検及び検査

に関する事項に限る。）の有効性評価を定期事業者検査の都度及び必要に応じて行い、必要と認める場

合には改善を行う。 

 

  （放射線管理用機器の管理） 

第７１条 放射線管理第１課長は、別表第１９、別表第２０の第１欄に掲げる放射線管理用機器の種類に

ついて、それぞれ該当する表の第３欄に掲げる台数を備えつける。 

２ 放射線管理第１課長は、第８７条の４及び第１３５条の５に定める保全活動により、放射線管理用機

器に異常を認めた場合は、修理あるいは代替品の手当て等の措置を講じる。ただし、モニター設置場所

が窒素雰囲気の場合を除く。 

３ 環境監視線量計測課長は、別表第１７に掲げる放射線管理用機器を備えつける。 

４  環境監視線量計測課長は、前項に規定する放射線管理用機器について設備保全整理表に定めるところ

により年１回の点検を行う。 

５ 環境監視線量計測課長は、前項の結果について、放射線管理部長に報告する。 

 

  （保護具の維持） 

第７２条 放射線管理第１課長は、別表第２１に掲げる保護具を備えつける。 

２ 放射線管理第１課長は、前項に定める保護具について毎年１回点検を実施し、その機能を正常に維持

する。 

テキストボックス
添付資料３（２/４）

ハイライト表示

ハイライト表示

ハイライト表示
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時を環境監視線量計測課長及び放射線管理第１課長に通知する。 

６ 管理区域管理者は、周辺監視区域外に放出する液体廃棄物中の放射性物質の量が別表第２６に掲げる

放出管理目標値を超えないように管理するとともに、その放出量が合理的に達成できる限り低くなるよ

う管理する。 

 

  （気体状放射性廃棄物の廃棄） 

第７８条 管理区域管理者は、気体状放射性廃棄物（以下「気体廃棄物」という。）を当該廃棄施設によ

り、周辺監視区域外の空気中の放射性物質の３月間についての平均濃度が、線量告示で定める周辺監視

区域の外の空気中の放射性物質の濃度限度を超えないように廃棄する。 

２ 放射線管理第１課長は、ＤＣＡの排気口における排気中の放射性物質の濃度及び「常陽」の排気口に

おける排気中の放射性物質の濃度を排気口モニタによって、並びに「常陽」のアルゴン廃ガス処理設備

出口における放射性物質の濃度をガスモニタによって連続的に測定する。 

３ 放射線管理第１課長は、排気口における放射性物質の放出量が、別表第２７に掲げる放出管理目標値

を超えないことを確認する。 

４ 高速炉第１課長は、第１項の気体廃棄物のうち、「常陽」の廃ガスについて、１立方センチメートル

あたり１１００ベクレル以上の場合は、廃ガスタンクに貯留する。 

５ 高速炉第１課長は、前項の貯留した廃ガスを廃棄する場合は、放射線管理第１課長の承認を受け廃棄

する。 

６ 放射線管理第１課長は、前項の承認を行う場合は、廃ガスタンクの廃ガス中の放射性物質の濃度を測

定し、濃度の測定結果と排気流量により、別表第２７に掲げる「常陽」の排気口における廃ガスタンク

から放出される放射性物質の放出管理目標値を超えないことを確認する。 

７ 放射線管理第１課長は、第２項の測定結果並びに第３項及び第６項の放出結果を管理区域管理者及び

放射線管理部長に報告するとともに、環境監視線量計測課長に通知する。 

８ 管理区域管理者は、「常陽」の排気口における放射性物質の放出量が別表第２７に定める放出管理目

標値を超えないように管理するとともに、その放出量が合理的に達成できる限り低くなるよう管理す

る。 

 

  （放射性廃棄物の排出に伴う措置） 

第７９条 放射線管理第１課長は、一般排水溝に排出する液体廃棄物に含まれる放射性物質が別表第２６

に定める放出管理目標値を超え、又は超えるおそれがあると認めた場合は、速やかに放射線管理部長に

報告する。 

２ 放射線管理第１課長は、気体廃棄物が別表第２７に定める放出管理目標値を超え、又は超えるおそれ

があると認めた場合には、速やかに放射線管理部長に報告する。 

３ 放射線管理部長は、第１項又は第２項の報告を受けた場合は、施設管理統括者に指示し、速やかに廃

棄物に含まれる放射性物質の放出量の制限及び廃棄の方法等の改善措置を講じさせるとともに、所長、

当該施設を所掌するセンター長及び「常陽」にあっては常陽原子炉主任技術者、ＤＣＡにあってはＤＣ

Ａ廃止措置主任者に報告する。 

４ 施設管理統括者は、前項で定める措置を講じた場合は、所長、当該施設を所掌するセンター長、放射

線管理部長及び「常陽」にあっては常陽原子炉主任技術者、ＤＣＡにあってはＤＣＡ廃止措置主任者に

報告する。 

５ 放射線管理部長は、第１項又は第２項の報告を受けた場合は、周辺監視区域内外における線量の評価

を環境監視線量計測課長に指示する。 

６ 環境監視線量計測課長は、前項の指示を受けあらかじめ定められた評価方法により評価し、その結果

を放射線管理部長に報告する。 

７ 放射線管理部長は、前項に定めるところにより、評価した結果が周辺監視区域外における線量目標値

を超え、又は超えるおそれがあると認めた場合は、直ちに所長、当該施設を所掌するセンター長及び

「常陽」にあっては常陽原子炉主任技術者、ＤＣＡにあってはＤＣＡ廃止措置主任者に報告するととも

テキストボックス
添付資料３（３/４）
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別表第２０ 「常陽」放射線管理用機器の測定箇所及び使用方法（第７１条） 

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 第５欄 

設備 測定線種 台数 測定項目 指示範囲 

エリアモニタ γ ４９ 管理区域内の必要箇所に設置し、管理区域 

内線量当量率を連続的に測定し、中央制御

室の放射線監視盤によって監視する。 

γL１０-４～１ｍＳｖ／ｈ 

γM１０-２～１０2ｍＳｖ／ｈ 

γM１０-４～１Ｓｖ／ｈ 

γH１０-２～１０2Ｓｖ／ｈ 

γM１０-２～１０5 Ｓｖ／ｈ 

ｎ ２ ｎ１０-５～１０ｍＳｖ／ｈ 

ダストモニタ β(γ) １０ 主要な換気系ダクト、各室内の空気中及び

Ｎ2 雰囲気中の放射性物質濃度を連続的に

測定し中央制御室の放射線監視盤によって

監視する。 

 １０-１～１０5ｃｐｓ 

 

 
ガスモニタ β(γ) １ 

γ ４ 

γ １  １０-８～１０-４μＡ 

γ ５ 廃ガス中の放射性物質濃度を連続的に測定

し中央制御室の放射線監視盤によって監視

する。 

１０-１～１０5ｃｐｓ 

 

 

排

気

口

モ

ニ

タ 

ダスト α １ 排気口における排気中の放射性物質濃度を

連続的に測定し、中央制御室の放射線監視

盤によって監視する。 

１０-１～１０5ｃｐｓ 

 

 

 

 

β(γ) １ 

γ １ 

ガス β(γ) １ 

γ １ 

γ １ １０-８～１０-２ μＡ 

水モニタ γ １ 排水溝に設置し、一般排水中の放射性物質

濃度を測定監視する。 

１０-１～１０5ｃｐｓ 

 

ゲートモニタ β(γ) ３ 管理区域出入口に設置し、退出のつど、身

体及び衣服の表面密度を測定する。 

  

 

ハンドフットモニタ α ２ 管理区域出入口又は管理区域内に設置し、 

身体及び衣服の表面密度を測定する。 

 

β(γ) ４ 

サーベイメータ α １ ＧＭ管型、比例計数管型、シンチレーショ

ン型、電離箱型のサーベイメータ・管理区

域内の線量当量率、表面密度を測定する。 

 

β(γ)･ 

γ 

１０ 

γ １ 

ｎ １ 

 

別表第２１  保護具（第７２条） 

第１欄 第２欄 第３欄 

保護具 数量 用途 

呼吸保護具 半面マスク 必要数 内部被ばくの防止 

全面マスク 必要数 

エアラインマスク 必要数 

 

別表第２２ 運搬に係る表面密度（第７３条、第７４条） 

区分 表面密度 

アルファ線を放出する放射性物質 ０．４Ｂｑ／ｃｍ2 

アルファ線を放出しない放射性物質 ４Ｂｑ／ｃｍ2 

 

別表第２３ 周辺監視区域内運搬に係る線量当量率（第７３条） 

位置 線量当量率 

運搬物の表面 ２ｍＳｖ／ｈ 

運搬物の表面から１ｍ １００μＳｖ／ｈ 

車両の表面 ２ｍＳｖ／ｈ 

車両の表面から１ｍ １００μＳｖ／ｈ 

コンテナの表面 ２ｍＳｖ／ｈ 

コンテナの表面から１ｍ １００μＳｖ／ｈ 

テキストボックス
添付資料３（４/４）

ハイライト表示

ハイライト表示

ハイライト表示

ハイライト表示



高速実験炉

設計及び工事の方法の認可申請書

本文及び添付書類

昭和47年 7月

動力炉・核燃料開発事業団
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47動燃(高速)040 

昭和 47年 7月28日

科学技術庁長官

中 曾根康弘殿

動力炉・核燃料開発事業団

理事長井よ五郎

原子炉施設(高速実験炉)の設計及び工事の

方法の認可申請について

原子炉施設K関する設計及び工事の方法につ hて認可を受けたいので.核原料物質，核燃料物

質及び原子炉の殺傷UK関する法律第 27条第 q頁の規定K基づき下記によ b認可申請いたします。

ロ
u

量百叫

1 名称及び住所並び K代表者の氏名

名 称 動力炉・核燃料崩発事業団

食 所 東京都港区赤坂 1丁目 P番地 13号

代表者の氏名 理事長井上五郎

2. 原子炉を設置する事業所の名称及び所在地

名 称 動力炉・核燃料開発事業団大洗工学セ 0/1'-

所 在 地 茨城県東茨城郡大洗町成田町 4002番地

3. 原子炉施設に関する設計及び工事の方法

(0 区 分 「放射線管理施設」

(2) 設計及び工事の方法別添のと:1>'j) 

4. 分割申請の理由

高速実験炉の原子炉施設としては，原子炉本体，核燃料物質の取扱い及び貯蔵施設.原子炉

冷却系統施設.計測制御系統施設.放射性廃棄物の廃棄施設，放射線管理施設，原子炉格納施

設，その他原子炉の附属抱設がある地主放射線管理施設Kついては，工程上，先K着工し左け

ればなら念いので分割して申請します。

以上
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放射線 管 理 設 備

1 目的

放射線管理設備は原子炉造転中あるいは保守作業中の放射線レベルKついて.何如左る異常

をも検出し.職員及び周辺住民の放射線障害防止に対処できるよう K，その機能，配置Kつい

て十分考慮して設計及び工事を行左うの

2. 概要

放射線管理設備は放射線監視用モ=タからをるが.ζ れらモニ F類は更 K屋内管理局モエ F

と屋外管理用モニタと K大，8IJ古れる。

モ=-1'の各検出端からの信号は.原則として中央制御室の放射線監視盤K集中し，指示.記

録.瞥報を監視する。

添付第 1図Kダストモニタ等のフロー γ 一人台よび添付第 2図にモニタ全体の構成をプロ

ァ2ダイヤグラムで示す。

3. 屋内管理用壬ニタ

原子炉建物，原子炉付属建物，廃棄物処理建物，"'"よびメンテナス建物の各所にエリアモニタ，

ダストモニタ，ガスモニ1'，ダストサンプラーまどの固定モエ Fを設置し.空間線量率.空気中

放射能濃度等の連続監視を行左う。第 1図~第 5図Kモニタ辛子よび検出器の配置図を示す。

在b，作業者の汚染防護用モエ F として管理区域出入口金よび必要個所K ハ Y ドフットク

ロスモニタ.簡易形ダストモニタ等を設け，手足.衣服の汚染，骨よび雰囲気の汚染の管理を

行在うの

4. 屋外管理用モエ F

屋外管理用モニタには.施設よ b環境へ排出する廃気あるいは廃液をモニタリングするため

の排出モ=タと原子炉運転Kとも左う敷地周辺の空間線量率を監視する野外管理用モニ Fリy

グポ旦トがある。

排出モ=-1'は， ，A.7''Y!/モニタ建物，水モニタ建物を設け，それぞれ排気中のダ 1 人ガ旦

中放射能濃度骨よび一般排水講中の排水放射能濃度を連続測定し，周辺環境への放出管理を行

主う。ス 1':7.(Jモエ F建物がよび水モニタ建物の位置を第 4図常陽排水系路図K示す。

野外管理用モ=-1'リ Y グポZ トについては.常陽敷地周辺K6基設け，現在.隣接する原研

JMTRを中心K配置されている既設のモエF リングポスト 10基と合せて 16基で野外モエ

タリングを行左い.信号は大洗工学センター放射線管理棟野外モエ F室で集中管理する。

常阪には環境異常の一括表示で中央制御室，放射線管理室K筈報を発するのモエ FリY グポ

;;< ~の設量位置を第 5 図に示す。

ハイライト表示
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第 3図放射線管理用モニタ取付位置図
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@γ線エリアモニタ

r - 1 コントロールセンターエリア

γ 2 パーソナルヱアロック付近

γ 3 炉壁周囲 (20u' of 3) 

γー 12 中央制御室

r -13 管理区域出入口

r -14新燃料検査貯蔵室

γ-15 キャス夕方一移動エリア

γー 16 水冷却池室

Gi:中性子線エリアモニタ

n -1燃料出入機付近

⑤窒素ガス循環系ガスモニタ

「炉室 1階雰囲気ダストモニタ

⑥』床下空気雰囲気Fストモニタ

i炉室1階雰囲気ガスモニタ

「スタックダストモニタ({3， γ) 

-I /1 /1 ( γ) 
何H

I /1 /1 (α) 

Lスタックガスモニタ

⑥ ハンドフットクロスモニタ

⑨ アラーム表示盤

⑬ 放射線監視盤

⑪ アラーム表示盤



5. 放射線管理設備の設計

5. 1 準拠すべき法令.基準及び規格

放射線管理設備の設計及び工事は.下記の法令.基準及び規格K基づいて実施する。

(1) 原子炉等規制j法

(2) 日本工業規格(;r工 s) 

(3) 日本竜械工業会標準基準(;rEM)

5.2 設計条件

A 温度

原子炉格納容器内

原子炉付属建物内

B 湿度

設計温度

-5"C-+65"C 

-5"C-+45"C 

使用温度

-+40 "C 

-+4日℃

設計湿度 8 0骨以下(検出端では 100骨)

C 主主箇気

N2 雰囲気その他交換不能左個所K設置するサンプリング配管は su s材を使用し，

十分左ジール対策を行左う。

D 耐震条件

(i) 耐震タラス B 

但し，原子炉保護系K使用するガンマ線エリアモニ;z3 ch.及び中央制御室K設

置する放射線監視盤VLついては Aクラス，放射線管理室K設置するアラーム表示

盤(菌j盤)VLついてはロクラスとする。

(ij) 設計水平震度(Aクラス〉

設計水平震度としては，原子炉基礎底面に沿いて最大加速度が且 15!と走る

地震波について行った動的解析の結果から求めた水平震度と.建築基準法争よび建

設省告示第 1074号K定められる震度。。を 5倍した震度 3CoV1:1.2を乗じた

玉600 と比較してよ b大きい方の震度を採用する。ととに動的解析を行をうため

に用いた地震波は EL 0 entro， N S 1 94日:最大加速度 15 0 gal沿よびAki七a，

EW，1946，最大加速度 10 0 galを用v>， とれによる当建物の動的応答はTaft，

1 9 52. 最大加速度 15 0 gaLによるよ bも安全側にあるととを検討してある。

mo 設計垂直震度 (Adラ7.) 

垂直方向は.原子炉基礎底面 K於ける設計水平震度のメとして水平方向の震度と

何時かつ不剰在方向に作用させる。

5.3 放射線管理設備の種類沿よび設計仕様

5. 3. 1 ガY マ線エ 1) 7モニ F

ガ:/-.線エ 1)7モエ;z(添付第3函)は検出器Kガンマ樹す数電離槽を使用し，電離槽K

入射したガンマ線Kよる篭離電流を測定するものである。ガンマ線対数電離婚は 10"'-

-7-



A 性 官巨

( j) 測 定 線種

(jj) 担IJ 定 範 囲

OiO 指 示範 囲

ω使用温度範囲

M 使用湿度範囲

川安 定 度

ω校 正 精度

B 構成 要 素

(j) BF，計数管

(ij) プリアンプ

(jjp モデレータ

ω 警報表示バヰ Jレ

{川対数言十数率計

付} 高低圧電源

C 計 器 目 盛

目感は 0.1-10'

D 警報設定範囲

中性子線

0.2-10
5 

n/cnI/sec (ただしArrr--Beの場合)

o. 1 - 1 0' OP S 

一5む-+45む

8 0唖以下(ただし検出端では 10 0唖)

総合変動が土 300，6/1週間以内

入力信号数K対し土 o.2 4デカード以内

設置場所

検出端

調

検出端

• 
中央制御室

11 

OPSとし. Y l， )(10. )(100の 3段切換

中央制御室vc告いて指示言十目盛範囲内で任意K設定可能。指示値が設定値K達した

時，検出端，中央制御室骨よび放射線管理室の三ク所Kランプ，ブザーで警報を発す

る。

E 設置場所(第 2図~第 3図参照)

検 出 器 設 置 場 所 測 定
数 測定範囲 検出器

建物名 場 所 線種

n -1 原子炉建物 1F 燃料出入機付近 中性子線 1_1日4 n/C必舌E口 BF，音倣管f指示警報付)

n-2 付属建物BMIF 装填燃料貯蔵室 1 町 1_1日4 n/cnVsEc 11 

5. 3. 3 ダストモニタ

ダストモニタは原子炉建物各部屋，原子炉付属建物各部屋の雰囲気，品、よび各捗気系

fて含まれ・る放射性慶挨をサンプリング配管を通してF紙上K集塵し GM昔十数管， γ yチ

レータで，その中K含まれる放射能を連続モニタリ Y グするものである。集塵容Vては塵

挨用紙F紙，チャコーノレアイノレタペーパー，チャコールカートリツジが装着できる構造

とする。在:10'.一般のベータ・ガンマ線放出核種のグロス担，IJ定Kは G M言十数管，沃素一

1 3 1測定用KはNaI '/ンテレ-f<.金よぴアノレ 77線放出核種測定用Vては. ZnS 

V:yチνータの検出容を使用したモニタを設置する。

nu -

ハイライト表示



A 性 能

測定線穫

計数効率

計数範歯

使用温度範囲

使用湿度範閣

安定度

校正精度

最大吸引量

常用最大圧力

騒 音

装着可能フィルF

アル 77線 (ZnS "'" "テレータ)

ベ-fI-・ガンマ線( G M昔十数管)

ガン守線(NaI "'" "チ V -fl-)

ZnS "'" :./チレータで 5MeV ( PU )の7Jレ77線 K対し 25W，以上

GM計数管で2.3 MeV ( '.Sr ー帥主)のベ-fI-線K対し 5r;，以上

NaI ""'''テレ -fI-で 36 0 Kev ( 131工)のガンマ線で 5悟以上

且 1- 1 0' CPS 

-5"C-+4S"C 

8 0骨以下(ただし検出端では 10 0骨)

総合変動が士 30唖/1週間以内

指示計は口PSEI盛とし入力信号数K対し士且 24デカード以内

-20日間HgoGKて 300N.e/MIN以上

流量言十目盛は 4日-400N.e/MINとし.基準圧力はー 20日間 Hgo

Bとする。

-400鵬 Hg・0

吸引装置よ.!I1 m離れた位置で 80ホー Y以下

塵挨用ヂ紙外径6日間世，チャコール 7 イルタベーパ外径 60鵬

世厚吉 2醐.チャコールカート')'7ジ外径 60'間世厚吉 20闇

B 構 成要素 設置場所

(j)吸 引装置 検出端

(ii) 集 塵 部 11 

(iii)検 出 部 11 

(iV) プリ 7 "プ 11 

(V) 対数計数率計 中央制御室

(vi)高低圧電源 11 

。ゆ遠隔操作盤 11 

c 計器 目 盛

目盛は且 1- 1 03 CPSとし x1. x10. x10日の 3段切換

D 取 D付け後のチエツ 2

付属のチェアキングソースを一定の場所K砕いて簡単K点検できるようにする。

E 警報設定範囲

中央制御室に金いて指示計百盛範囲内で任意に設定可能.指示値が設定値K達した時.

中央制御室辛苦よび放射線管理室のニナ所Kランプ・ブザーで警報を発する。

ー



F 設置場所(第 1図~第 5図参照}

検 出 器設置場所 測定
定 範 E量 検 出 器数 調l

建 物 名 場 所 線種

原子炉建物
炉室 1F雰囲気

ベータ・ 10-11.-10-9 μ口i/ CJI! 日 M 計 数 管1 F ガンマ線

原子炉建物
炉室床下空気雰囲気

ベータ・ 10・n__ 10-11 μCi/CJI! 。M 言十 数 管1 F ガンマ線

付 属 建 物 缶詰装置室.燃料洗 ベ-". 10・-11-... 10-9 μGi/ CJI! 。M 計 数 管B 1 F 浄室の侠気 ガYマ線

;;<''''Y!1モニタ
1 タック排気 ベ-"・ 10""-10'"μCi/ CJI! 日 M 計 数 管

建物 ガYマ線

ス?'Y!1モエタ
;;<''''Y!1排気 ガンマ線 NaI y;/チレ-"

建物

スタ 'Y!1モニタ
;;<''''Y!1排気

アルフ7
ZnS γy守 v-"建物 線

付 E主 建 物 廃ガス"::/!1室，廃
1 

J、ミータ・
10 -11 -10'"μCi/cn!' 。M 計 数 管B 2 F 液タ::/!1~主の換気 ガンマ線

付 属 建物
格納容器空調侠気系

ベータ・
1臼-11-10-9 μCi / CJI! 。M 計 数 管B2F ガンマ線

廃棄物処理
廃築物史民里建物換気系

ベータ・
10 -11 -10'"μCi/ CJI! 。M 計 数 管建物 ガンマ線

メ Y テナ::/;;<. メンテナンス建物 I 1 ベータ・
10 -ll - 10'"μGi/CJI! G M 計 数 管建物 換気系 ガンマ線

5. 3.4 ガ 3えそ.:. " 

ガ旦号ニ Fはダ 1 トモエ F と併用し.または単独でガz状の放射能を連続モニタ 1)::/グす

るものである。 ガスサ Y プ 1)::/グライ y は用途K応じてダストモニタ用のサンプ 1J:/グラ

イ::/.または専用のサ Y プリ y グラインを使用し，検出器は測定線経K応じてプラスチア

!/ :/ :/チレ-". NaI;;/ '"チレータを使用するの

A 性 能

測定線種

最高検出感度

ガンマ線 50 KeV - 1 0 MeV ( Na工V':/チレ-"使用の場合)

ベータ(ガ Y マ)線 15 0 KeV以上(プラ 1 チ'Y!1;;/ ::/チ ν-"

使用の場合)

ベータ〈ガ"，...)線の場合 "C vcて 1x 10-4μ 口工 /CJI! ガンマ

線の場合41Ar VCて lxl0-< μCi / CJI! をカバーするものと

する。ただし廃ガz制御用モニ Fは 10・3 - 1μ 口i/CJI!をカバ

ーできるものとする。

-12-
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且 1- 1日5 C P S 

-5"C-+45"C 

計数範囲

使用温度範囲

使用湿度範囲

安定度

校正精度

8 0 '*'以下(ただし検出端では 10 0 ~品)

総会変動が士 5日唖/1週間以内

指示計は CPS目盛とし入力信号数K対し士且 24デカード以内

耐 圧 特 K圧力のかかるものは定常圧力の t5倍 K耐えるものとし.

設計圧力は定常圧力の 2.5倍とするの

B 構成袈素

C i ) ガンマ絞ガスサンフラ

Cii) ベータ(ガ Y マ)線ガスサンプラ

Ciii)鉛 シ ー ル ド

(iv) γ ンチレーシヨン検出器

(V) プ 1) 7 ".プ

(vD 対数計数率計

(viD高低圧電源

ωl描遠隔操作盤

C 計器包盛

設置場所

検出端

11 

11 

" 
11 

中央制御室

11 

11 

目盛は日 1- 10' CPS とし xl， xl0， xl00の 5段切換。

D 取 b付け後のチエ 7:7

付属のチェッキング ;/-Aを一定の場所K置いて簡単に点検できるよう κする。

E 嘗報設定範閉

中央制御室U亡事pいて指示計目盛範囲内で任意に設定可能。指示値が設定値に達した時，

中央制御室金よび放射線管理室のニク所にラ Y プ. ブザーで警報を発する。

-13ー



F 設置場所(第 1図~第 5図参照)

検 出器設置場 所 測定
範 回 検 出 器都l 定

建 物 名 場 所 線種

原子炉建物
炉室 1F雰囲気 ガンマ線 10-6-10-'μCi/IIIII Na.I ~ yチレータ

1 F 

原子炉建物
窒素ガス循環系 ガンマ線 10-6 -10-' μ ロェ/II1II Na工y:/チレータ

1 F 

7. :J' 7.?モ エ F ベータ
7.:J'7'?排気

(ル1A10-' -10・2μCi/IIIII プラ1チ7.?~.ンチレーチ

付

付

付

付

付

建物

属 建物
格納容器空調換気系 ベ(ルー1タA 10-' -10-1μ 口i/IIIII プラスチ7.?シャチレータ

B2F  

属 建 物 廃ガ 1 タン 2入口
μQi/IIIII 

Na工:ンンテν ータ
ガY マ線 10-3 

- 1 
(廃ガ1童文出制御用)B2F  (jiii;レベル)

属 建 物 廃ガスタ Y'?出口
1 ガンマ線 10吋 -10-'μ 口i/IIIII Na工":'/':/テレータ

B 2 F (低レベノレ)

属 建 物 廃ガ旦夕 Y ，?出口
ガンマ線 10 -. - 1 μCi /II1II NaI ~Y チ ν - :J'

B 2 F (高 νベノレ)

属 建物
ガY マ線 10-'-10・2μCh/IIIII

Na工 yyチνータ
墾素廃ガ1 処理系

(廃ガ1放出制御用)B2F 

5，五 5 :J" 7.トサンプ 1)y グ装置

ダ旦トサ Y プワ Y グは原子炉付属建物等の浮遊放射性鹿挨の検出金よび1窮度測定を目的

とするもので吸引部を共通K使用し，集塵器を多数適当在サンプリング点K設置して塵挨

を集車できるよう Kしているo 'IF紙上K集塵された放射性摩挨の測定は.事ヨ紙を取 bはづ

した後，各種計数装置で測定するものとするn

A 性 能

最大吸引量

常用最大圧力

装着可能アイルタ

B 構成要素

(i) 吸引装置

(ii) 集塵部

(iii) 遠隔操作盤

一10日間Hg.GVCて 12日日 Ns/MIN以上のもの金よび -200

畑 Hg・G I/1:て 30QNs/M工Nのもの

-400lll>lHg・0
塵挨用紙炉紙.チャコール 7 イルタペーパー.チャコールカート

1J '7ジ等が装着できるものとするの

設置場所

サンプリング鋪

/1 

中央制御室

-1 4-



ラY プで表示し.放射線重量視盤の揖IJ定器の指示計で設定したレベル以上に在ると. ラy

プ.ブザーで笹報を発するものである。原子炉保護系の警報は他系統と異ったものとし.

宜た環境了ラームも表示する。アラーム表示盤は中央制御室.事訴よび放射線管理室 t副

盤)のニク所K設霞する。

5.五10 記録計

各所K設置した放射線モニタの放射線レベル在記録するもので，竜子式平衡形記録計を

使用する。

4 工事方法の概要

6. 1 モ エタ機器類

モニタ類は工場内で加工.組立て.試験世よび検査を行左い.完成品として現地K搬入さ

れる。弱地での取付航路闘の 1例として添付第 5図VCrエリアモユ:1'，添付書記 4図Kダスト

モニタ，ガスモユタの11~ を示す。

すまわち検出部は.建物の壁面Kホーノレイン 7ンカーを用いて取付け，十分な強度をもた

せるようにする。

吸引部は.保守が容易なように床据置式とし，検出部と接続する政排気用ホースはワンタ

アテジョイ:;，.-~を使用している。

ι2 ク ープル配管

計損IJ用クープルは.すべて電線管K よる壁埋込みとして動力線と離し，十分ま雑音防止対

策をとるものとする。

ι5 サンプ 1):yグ配管

サY プ 1):yグ配管は.すべて露出配管として.ホールイ Y アンカーで壁あるいは天井K十

分左強度を持たせて取付ける。材質は SGPを用いるが.交換不能志望素雰囲気等は SU S 

管を使用するものとする。

主主~....取付時には苦手接部のカラーチエツ2 を行念い漏洩の左いととを確認する。

Z 試験b よび検査

試験検査は下記の項目 Kついて行まうo

7. 1 工場試験

i) 外観.寸法.構造.員数検査

jj) 検出器の感度試験

iii)単体機器性能検査，耐圧試験

iv) 擬似信号による全系の絵、合試験
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7. 2 現地試験

i)外観.員数検査

ii)実装状態による全系 θ総合試験

jjD サ y プリング配管溶接部のカラーチェッ ク

-2 0-



。添付書類

放射線 管理用機器

ボノレト強度計算
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。

。



¥、J

F ヘ

¥、ーノ

、
、._/

L 

5) ス Fックモ .::fl

5.1) 地震時強度解析の考え方(Bクラス)

ス:fl，，:?モニ F建物K据付ける集塵器〔原子炉付属建物量産面)及び吸引装置， ガスサ y

プラ(基礎底面上)1tLついては原子炉付属建物外に設置するため， 地震時強度解析を行左

う。

主主):a， 上記の機器は耐震B:?ラ1 であるので地震力は下記の加速度のものが静的荷重と

して作用する。

(α 〉
吸引装置 ガスサンプラ 集塵器(r.fir)

〔注)
士 0.324g 士 0.324g 

水 平地震時
士 0.405g 

(注) 水平方向加速度:gH 

gH =1.500 x 1.2 x 0.9 

えだし 。o :建築基準法事‘よび建設省告示第 1074号K定められる値

0.9 :建設省告示第 1074号による地盤辛子よび建築物の構造の別に

よb定められる係数

1.2 :機器に対して定められた係数

垂直方向加速度については考慮古れまい。 (耐震Bクラス)

アY カーボルトの強度計算K際して次式を使用する。

F=Wx gH -・……………(1)

-…・・・・・・…・・・(2)
T W F X h 

=---
N Lx.号

T
m 

= OA xπxdxj!…………・H ・H ・..…………… H ・H ・H ・H ・H ・H ・(3)

ただしT>O圧縮力， Tく O引抜力である。

5.2) 機器取付けアンカーボルトの強度計算

5.2.1) 吸引装置 (DS-360)

-8ー
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¥、J

r 一、

'----' 

」〆

¥、J

① 外形寸法

__v 
ー

4 咋2 ト 三令
「ニ「

800 

'" 由
'" 

o 。
容。

UCD 3 ，Iflfn Irr 

L醐 乙」
1--一一 720 

M12アンカーボルト 50xl00(チャンヰノレベース) DS-360本体

正面図 側 面 図

第 4 図

② 7ンカーボルトにかかるヲl抜カ

(l)式よ!J F = 2 5 0 x o. 3 2 4 = 8 1 K，9' 

25081  x 3 0 
(2)式よ!J T=一一一一一一一一一一一 =+42.90K，

4 6 2 x 2 

ζの場合+4 2.90邑匂1>0左のでアンカ一ポJルレト κは圧縮力がzか5トミ坤か晶る。( 一y………カト………-→一一ポρいル川ト…問……i雌帥抜帥力

(ωs幻}式よ!J Tm居 18 xπx 1.2 x 15 

言 1017.36且1 I 

③ アンカーボルトの引張応力

計算上アンカーボルトにかかる引主主力がプラスと左 bアンカーに圧縮力がかかる

ようにまってhるがテャ Yネルベースとア y カーはボルト止めまので圧縮力はテャ

ンヰルベースにかかる。故Vc:7Yカーボルトにかかる圧縮及び引張応力は無視でき

-9ー



る。L 

1 0 6.3 5Kl'/崎2
ム
T 

アy カーボルトの勇断応力

吾川 0.98 5 )2 

8 1 F 
〉ーー=

A 
σ z 

@ 

r ) 集塵器 (βr，5.2.2) 

て
集塵ヘヲド引掛金具

ゾ

/4-14峨付穴

ヨl
t一

集鹿部

1.100 

外形寸法

ー↑「
L

① 

プ習 7;-'ブ

PA-26 

r-、

¥ー/

取付板

斗90

1.200 

図面世。図面正

図5 第

、、静〆

水平地震力陀よるア y カーの引絞力・引r )は壁画取付けの為，集塵器 (βr，

事事断応力について夫々 1本のポ Jレトに作用したものとする。ただし基準張 b応力，

線は下部アンカーの中心線と壁面との交点を結ぶ線とする。

アンカーボルトにかかる引抜力③ 

F = 2 0 x O. 4 0 5 = 8. 1匂(1)式よ b

機器にかかる力によるモーメ Y トを考えると

-・・・(4)

(8.1 x 4 0) + ( 20 x 9) 

(Fxh)+(WxZ)+(Txr)=o 

6 0 
T =一(4)式よ b

-10ー
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(3)式よ b

_it=5C1/lのホーノレインアンカーが耐え得る最大事i抜力

Tm = 1 8 x 11: x 1. 2 x 5 = 3 3 9. 1 2 K"， 

③ ア y カーポノレトの引~j)応力

n:ボルトの谷径=O. 9 8 5 (伽) (M12) 

明/
 

nzr 

Ea 
q
d
 

A
U
 --一

・一

伊

hu

一。。

4

一
9

0
0

一
nv

一
X一rτ

T

一A
〉

T
 

O
 

@ 7;/カーボルトの勇断応力

努断力 F'=W  

= 2 0 K"， 
/一、

¥ー〆 σz>ZE 
2 0 

4x(M85)Z 
宇 26.2 6匂/偲2

5，2.3.) 集塵 器 (α)

① 外形寸法

プリアゴ寸 さ苧 Iイ r~t[ |取付部
PA-2 

o 
o Cコ
ミ0 ，，_ 

γ1 I I 

集塵ヘッド
¥、e 〆

引掛金具
l十一

650 
集塵部

/ 
4-1491取付穴

10 

750 

正 面 図 側面図

第 6 図

② アンカーボルト Kかかる引抜力

(1)式よj) F = 1 0 X O. 4 0 5 = 4. 0 5瓦F

(4)式よj) T =ー
)
-

Q
d
-

X
F
 

ハU

一

守

A

-
(一+一、，J

-
n
u

o
一6

凋
場
-

x
-

F
h
u
-

n
u
-

A
後
一

'
P

、一
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~. .o = 5 CfIlのホールイ Yアンカーが耐え得る最大引抜力

(3)式よj) Tm = 1 8 xπx 1. 2 x 5 = 3 3 9. 1 2且F

③ ア y カーボルトの引張b応力

D:ポルトの谷径=0.985(岬 )(M12)

ι>Z=-
I A f x(仏 98 5 )' 

4.2 
キ 5.51 K~/伺Z

J 
@ アンカーボルトの勇断応力

事事断力F'=W  

= 1 OK~ 

~ 
n' 1 0 

(J n >ニー =τ一一一一一一
A ~ x ( O. 9 8 5 )' 

1 3.1 3 K.~/師2

5.2.4) ガスサンプラ (08-15)

① タi形寸法

、、J

∞∞由

平 面 図

側面図

500 
ーi

② アンカーボルトにかかる引抜力

(1)式よj) F = 2 5 0 x O. 3 2 4 = 8 1匂

(2)式よ b F
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n
M
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k
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ζの場合も+39.59匂>0左のでアンカーポノレト Kは圧縮力がかかる。

¥、.-' -12-



) 

2 

、、情"〆

Y'  

¥、甲J

(440(棚)のアンカーボルトが耐え得る最大引抜力 ¥ 

(3)式主 T Tm =18xπx 1. 2 x 2 0 = 1 3 5 6. 4 8正，)/ 

③ 7Yカーボルトの引張応力

計算上アンカーボルトにかかる引抜力がプラスとまれアンカーに圧縮力がかか

るようにまっているが実際は吸引装置の場合と同様にチャ Y ネルベ-;<にかかるの

でア Y カーボルトにかかる圧縮及び引猿b応力は無視できる。

④ アンカーボルトの勇断応力

(J" > 旦=
U A 

5.3 )計算結果

8 1 

fx(0985)2 
宇 10 6.3 5K，/四2

l及晋i装置 集塵器rうl集鹿器(α〕
(f1r・

ガスサyプラ

引張応力 一 一 ※ 11.03 5.51 一一※

現断応力 106.35 26.26 13.13 1 06.35 

許容応力

1，2 0 0 
ト一一一一一一

900 

閥単位は匂/帽2 とする

※計算上圧縮応力とま b引張応力は無視できる。
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